
◆ 不動産の所有にかかる税金
○ 固定資産税（市町村税）
○ 都市計画税（市町村税）・・・都市計画法による市街化区域内に不動産

 を所有している場合
○ 事業所税（奈良市のみ）・・・不動産を事業使用している場合

◆ 不動産による賃貸収入等にかかる税金
○ 所得税（国税）
○ 県民税・市町村民税（県税及び市町村税）
○ 消費税（国税及び県税）
○ 事業税（県税）

◆ 不動産を取得した場合
○ 不動産取得税（県税）
○ 消費税（国税及び県税）
○ 印紙税（国税）
○ 登録免許税（国税）・・・不動産の登記による

◆ 不動産を譲渡した場合
○ 所得税（国税）
○ 県民税・市町村民税（県税及び市町村税）
○ 印紙税（国税）

◆ 不動産を相続した（贈与された）場合
○ 相続税（国税）
○ 贈与税（国税）

■不動産と税金
不動産と税金

土地、建物などの不動産と税金の関係は、次のようになります。

■不動産取得税（県税）
不動産と税金

この税は、不動産（土地や家屋）を取得した方に対して課税される
ものです。市町村が毎年課税する固定資産税とは異なり、取得したと
きに１回限り納めていただく税です。

不動産（土地や家屋）を売買・交換・贈与・建築（新築・増築・改築）などにより取得
した人

※不動産（土地や家屋）の取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その
不動産の所有権を現実に取得することをいいます。

税額＝不動産の価格（課税標準額）×税率
税率：４％ ただし取得日に応じて以下の特例（経過措置）があります。

※１ 「不動産の価格」とは、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている
 価格（いわゆる固定資産評価額）をいいます。（実際の購入価格や建築工事費など
 の価格ではありません。）
 ただし、新築家屋などで固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、固 
 定資産課税台帳に登録された価格によりがたい場合（地目の変更、農地法第５条第
 １項の規定による許可など）は、県知事が決定した価格をいいます。

※２ 宅地などについては、その取得が令和６年３月31日までに行われた場合は、価格
 の２分の１が不動産の価格（課税標準額）となります。＝  「宅地に係る特例措置」

・土地
（「宅地に係る特例措置」が適用されている土地については適用後の価格）・・10万円未満

・家屋 建築（新築・増築・改築）によるもの・・・・・・・・・ 
売買、贈与、交換などによるもの・・・・・・・・・・・ 

一戸につき23万円未満
一戸につき12万円未満

次の場合には、不動産取得税は課税されません。
・相続により不動産を取得した場合（ただし、死因贈与は相続に含まれません。）
・宗教法人、学校法人等がその本来の事業の用に供する不動産を取得した場合
・公共の用に供する道路や保安林、墓地などを取得した場合
・法人の合併又は分割により不動産を取得した場合（一定の要件があります。）

不動産を取得した日から60日以内にその不動産の所在地を所管する県税事務所に申告し
てください。

県税事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納めてください。
軽減のための申告等については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

取得日 土地
家屋

住宅 住宅以外

Ｈ20.4.1～R6.3.31 ３％ ３％ ４％

取得した不動産の価格が次の場合には、不動産取得税は課税されません。
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